
　東京法務局等は、全国中学生人権作文コンテスト東京都大会を実
施しています。令和元年度は、尾久八幡中学校２年・清水千尋さん
の「高齢者虐待について」が作文委員会賞を受賞しました。

　東京法務局等が主催する子どもたちの人権メッセージ発表会で、荒
川区代表として第六端光小学校５年・岡本ゆりさんが自分の考えを発
表しました。

　協力して花を育てることで、命の大切さや、相手への思いやり
等、豊かな人権感覚を身につけてもらうために実施しています。花
を育てるにあたり、人権擁護委員が小学校を訪問し、人権の大切さ
等を話しています。令和元年度は下記２校を訪問し、日々草とマリ
ーゴールドを育てました。

　互いに人権を尊重し合い、差別のない、誰もが幸福に暮らすこと
のできる地域社会づくりを目指し、身近に人権問題を考える機会と
して、人権擁護委員が小・中学校の教室を訪問し人権の大切さを一
緒に考えます。令和元年度は大門小学校、第六日暮里小学校、尾久
八幡中学校を訪問します。

人権擁護委員人権擁護委員の活動活動を紹介します紹介します
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　人権擁護委員は、人権を尊重することの大切さについて理解を深めるための普及啓発
や、人権相談に応じる等の活動を行っています。 問合せ 総務企画課人権推進係　☎内線２２７１

　私は、いじめによる自さつがおこったとい
うニュースを観たことがあります。
　学校の授業で、いじめは、重大な人権しん
害になることを学びました。それなのに、い
じめをする人がこの世の中にはいます。それ
は、とても悲しいことであり、人としてぜっ
たいにゆるされないことです。
　いじめられている人は苦しく、悲しいと思います。毎日、つらい気持ちで
生活しているのだと思います。
　いじめている人はなにが楽しいのだろう？と思ったことがあります。相手
を苦しめてしまうと、きっと大人になったときに大きな後かいをしてしまう
と思います。また、いじめの場面を見て、知らないふりをしてしまうのも、
いじめの一つになると思います。
　私は今、楽しく幸せにすごしています。しかし、この世の中には、いじめ
られて悲しい思いをしながらすごしている人もいる、と考えるとさみしい気
持ちになります。いじめは絶対に許されません。
　私は、いじめがない世の中にしていきたいです。そのためには、自分には
何ができるのかをよく考えて行動していきたいです。

第六瑞光小学校５年　岡本ゆりさん

幸せな世の中に

人権は壊れやすいもの 人権擁護委員 矢吹誠氏

人権に関する相談機関
　次の機関でも相談を受け付けています。
人権全般の相談
▶東京都人権プラザ
　㈪～㈮午前９時30分～午後５時30分

 ☎（６７２２）０１２４・０１２５
▶東京法務局常設相談所
　㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分

 ☎０５７０（００３）１１０
子どものための相談 
▶子ども家庭支援センター
　㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分

 ☎（３８０５）５５２３
▶教育センター教育相談室（電話相談）
　㈪～㈮午前９時～午後５時

 ☎（３８０１）４３３８
▶荒川区子どもの悩み110番
　㈪～㈮午前９時～午後５時

 ☎０１２０（１３６）１１０
▶子どもの人権110番（東京法務局人権擁護部内）
　㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分

 ☎０１２０（００７）１１０

 法律相談 
▶人権に関する法律相談（区役所３階区民相談所）
　第３㈫午後１時～４時（来所相談：予約制）　 

 ☎内線２１４５
▶夜間人権ホットライン（東京都人権プラザ）
　12月５日㈭午後５時～８時

 ☎（６７２２）０１２７
▶「インターネットにおける人権侵害」に関する法律
相談（東京都人権プラザ）

　㈭午後１時～４時（来所相談：予約制）
［ 予約受付］㈪～㈮午前９時30分～午後５時30分 
………………………………………………☎（６７２２）０１２４

 障がい者（児）のための相談 
▶障害者福祉課相談支援係（区役所１階）
　㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分

 ☎内線２６８５
▶荒川たんぽぽセンター
　㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分

 ☎（３８９１）６８２４
▶支援センターアゼリア
　第３㈭を除く午前９時～午後９時

 ☎（３８１９）２３４３

 その他の相談機関 
▶おとしよりなんでも相談（区役所２階高齢者福祉課内）
　㈪～㈮午前８時30分～午後５時15分

 ☎内線２６７５
▶こころと生き方・ＤＶなんでも相談（アクト21）
　 　ＤＶ（パートナーからの暴力）、夫婦・親子関
係、職場・近隣の人間関係、自分自身の生き方、Ｌ
ＧＢＴ等に関する相談を行っています。

　第１㈬午後５時～８時
　 第１㈮、第２㈬、第４㈬・㈮午前10時～午後４時
　 第２㈮、第３㈬・㈮午後２時30分～８時
　第２㈯午前10時～午後３時

 ☎（３８０９）２８９０
▶公益社団法人被害者支援都民センター
　 ㈪・㈭・㈮午前９時30分～午後５時30分
　㈫・㈬午前９時30分～午後７時

 ☎（５２８７）３３３６
▶同和問題に関する専門相談
　㈫・㈮午前９時～正午、午後１時～５時

 ☎（６２４０）６０３５
▶東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談
　㈫・㈮午後６時～10時

 ☎（３８１２）３７２７

普及啓発活動

　人から嫌がらせや差別を受けたり、人権を侵害
されたりして困っている方の相談に人権擁護委員
（下記参照）が応じます。秘密は厳守します。

日時 第２㈭午後１時30分
～３時30分（予約制） 予約・問合せ 総務企画課人権推進係

☎内線２２７１費用 無料相談
活動
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　基本的人権は、「すべて人間は生まれながらにして自由か
つ平等で、幸福を追求する権利を持つ」という天賦人権説
に基づき、日本国憲法に規定されています。

　しかし、昨今、「児童の虐待」、「外国人に対するいわれの無い差別」およ
び「いじめ」のニュ－スが日々報道されているように、現在も基本的人権
の侵害は発生しています。
　18世紀に天賦人権説による基本的人権の尊重を表明した「アメリカ独立
宣言」および「フランス革命」以降から現在までに、基本的人権を認めな
い国家の体制や、人権を認めてはいても天賦人権説に基づくものではない
とするものがあるなど、基本的人権は、決していかなる国・時代において
も保障されているものではありません。
　このように、天賦人権説に基づき日本国憲法が「基本的人権」を規定し

ていますが、基本的人権は極めて壊れやすいものです。このため、日本国
憲法では「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」
と規定しています。また、人権擁護委員法では、「人権擁護委員」が「人権
思想の普及」に努めることが定められており、私も基本的人権の確保のた
め、その普及に尽くしたいと思っています。

区内の人権擁護委員（50音順・敬称略）

▶宇津井洋子
▶大家康子
▶小林美奈子

▶小林 雄
▶榊眞理子
▶鈴木文男

▶髙田正道
▶新田知子
▶松熊貴代

▶村井泰雄
▶矢吹誠
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